
豊田市エコファミリー支援補助金【次世代自動車編】 Ｑ＆Ａ（令和６年度版） 

1 

 質  問 回  答 

 【補助対象者について】  

 

過去にエコファミリー支援補助金を

受けたのですが、今年度も申請するこ

とはできますか？ 

本補助制度は、同一年度内で１人につき１回限り

となりますので、同一年度の申請でなければ、申請

はできます。 

 

１年前から豊田市に住んでいますが

３か月前に一度市外に転出して再度

転入しています。補助金は申請できま

すか？ 

新車登録日の１年以上前から、申請の際まで引き

続き豊田市内に在住している方が対象です。期間

内に１度でも転出されている方は対象になりませ

ん。 

 

リース契約の場合、申請者はリース事

業者ですか？ 

リース契約の場合も、申請者は契約者本人（市民）

です。したがって契約者本人名義口座に補助金を

支払います。 

 【申請受付について】  

 

申請受付期間は？土日祝日でも申請

できますか？ 

申請受付の期間は、令和６年 4 月 1 日（月）から

令和７年３月３１日（月）までです。 

ただし、各補助金の予算が達した場合は、申請を受

付できませんので、あらかじめご了承ください。 

申請書の受付は、市役所の開庁日のみです。土日祝

日、年末年始の閉庁日は、受付できませんのでご注

意ください。また、受付時間は、開庁日の午前９時

から午後４時４５分までです。 

なお、正午から午後 1 時までの間は休憩のため対

応できる職員が少なくなり、受付をお待ちいただ

く場合があります。 

 

申請場所はどこですか？各支所・出張

所でも申請できますか？ 

また、申請書の提出は、郵送でも良い

ですか？ 

 

申請の受付は、環境政策課補助金窓口（豊田市役所

環境センター1階／豊田市役所南庁舎の隣接）で行

っています。支所や出張所での申請受付はできま

せんのでご了承ください。 

また、郵便物の紛失、到着の遅延等のトラブルを回

避するため、原則郵送での申請受付は行っており

ません。郵送での申請を希望する場合は、必ず事前

にご連絡ください。 

 

申請書は、代理の人に提出してもらっ

ても良いですか？ 

申請書は、申請者本人以外でも、ご家族や自動車販

売事業者など代理の方がご提出いただいても結構

です。ただし、申請書に記載する氏名（申請者）は

補助対象者に限ります。 

自動車販売事業者におかれましては、書類の記入

や申請書の提出等について、何卒ご支援、ご協力を

よろしくお願いします。 

 
申請書類は、どこでもらえますか？ 環境政策課補助金窓口で配布するほか、市ホーム

ページから印刷することができます。 

 【申請書類・申請期限について】  

 

『交付申請兼実績報告書』は、いつま

でに提出する必要がありますか？ 

新車登録日又は支払完了日のいずれか遅い日から

２か月以内に提出してください。 

ただし、いずれの場合でも令和７年３月３１日
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（月）より後に申請することはできません。 

 

自動車の登録が３月末になりそうで

す。4月１日の年度をまたいでの申請

は可能ですか？ 

年度をまたいで申請することができません。 

３月末になりそうな場合は、事前に環境政策課補

助金窓口（0565-41-7391）までご相談ください。 

 

３月末に新車登録し、支払は、翌月の

4月で完了する予定です。支払の領収

書が 4月でしか発行できないため、申

請は 4月でも受付してくれますか？ 

３月３１日より後に申請いただくことはできませ

ん。新車登録年度（4/1～3/31）と、同年度内に支

払を完了している場合に補助対象になりますの

で、翌年度予算でも申請できません。 

 

『交付申請書兼実績報告書』を提出す

る際の添付書類は何が必要ですか？ 

以下の書類が必要です。 

【全ての補助メニューで共通する提出書類】 

①自動車車検証の写し 

②領収書の写し 

③注文書又は契約書の写し 

④交付請求書 

⑤振込先口座の通帳の写し 

【充電設備を設置した場合】 

①充電設備設置に係る領収書の写し 

②領収明細書 

③充電設備の写真 

 

★詳しくは令和６年度豊田市エコファミリー支援 

補助金～次世代自動車編～P3をご確認ください。 

 

完納証明書を添付する必要はありま

すか？ 

令和６年度から、完納証明書の添付は不要となり

ました。ただし、市税の滞納がある場合は補助対象

になりません。 

 

ローンで購入やリース契約をした場

合は支払完了を証明する書類が出せ

ないですが、どうなりますか？ 

ローン等の申込書や契約書等、支払額がわかる書

類を提出してください。 

 

対象購入費を申請者と別の人が支払

った場合は、補助対象になりますか？ 

本補助制度では、「自ら使用する目的で次世代自動

車を新車で購入している」ことが要件ですので、申

請者本人が購入費を支払っている場合に補助対象

となります。 

そのため、添付していただく「領収書」、「明細書」

等の宛名も申請者本人の名前である必要がありま

す。 

 

申請書は、代筆しても良いですか？ま

たは、パソコンで入力しても良いです

か？ 

申請者の申請意志を確認するため、また、住民基本

台帳の閲覧の委任を確認するため、確認事項欄の

署名は、必ず申請者本人が記入してください。その

他の部分は、代筆やパソコン入力でも構いません。 

 【予算について】  

 

予算が無くなったら終了ですか？ 補助金は予算の範囲内での交付のため、予算が無

くなり次第終了となります。予算の終了時期は、申

請件数によるため、明確に判断することはできま

せん。申し訳ありませんが、あらかじめご了承くだ

さい。 
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補助金の申請受付状況は確認できま

すか？ 

市ホームページの豊田市エコファミリー支援補助

金受付状況でご確認できます。更新はおよそ２週

間ごとに行います。 

 【補助対象車について】  

 

補助金の対象となる自動車に定義は

ありますか？ 

補助対象となる自動車は以下のように定義してい

ます。 

【プラグインハイブリッド車（PHV）】 

四輪以上の検査済自動車であって、その自動車検

査証に「プラグインハイブリッド車」と記載されて

いるもの。 

【電気自動車（EV）】 

四輪以上の検査済自動車であって、その自動車検

査証において燃料の種類が「電気」と記載されてい

るもの。ただし、プラグインハイブリッド車に該当

するものを除く。 

【燃料電池自動車（FCV）】 

四輪以上の検査済自動車であって、その自動車検

査証に「燃料電池車」と記載されているもの。 

【超小型電気自動車】 

ミニカーのうち、定格出力が 0.25ｋＷを超え 0.6

ｋＷ以下の電動機を有する四輪以上のものであっ

て、標識交付証明書に「ミニカー」と記載されてい

るもの。 

 

※PHV・EV・FCVについては、外部給電器・V2H

充放電設備を経由して、又は車載コンセントから

電力を取り出せる機能を有している必要がありま

す。 

 

充電設備価格が車両本体価格に含ま

れている場合は上乗せ補助の対象に

なりますか？ 

充電設備の設置・購入に要した費用（設備本体の購

入に係る費用が含まれているものに限る）が明記

され、購入の事実が確認できる書類がない場合は

上乗せ補助の対象とはなりません。 

 

 

今回充電設備のみを設置しましたが、

補助の対象になりますか？ 

車両本体の補助に対する上乗せ加算になりますの

で、充電設備のみの設置は補助対象とはなりませ

ん。 

 

補助額はいくらになりますか？ 車両ごとの補助額は「補助対象車一覧」に掲載して

います。豊田市HPをご確認ください。 

掲載されていない車両をご検討の場合は、事前に

環境政策課補助金窓口（0565-41-7391）までご相

談ください。 

 

超小型ＥＶの満６５歳以上の上乗せ

加算は、いつ時点の年齢で判断します

か？ 

超小型ＥＶの上乗せ補助対象者は申請年度末（3月

３１日）時点で満６５歳になる人です。 

申請時に６４歳であったとしても、申請年度内に

誕生日を迎えるようでしたら対象となります。 
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リース契約で３年契約の場合、補助金

額はどうなりますか？ 

車両の使用（リースに当っては契約）年数が、豊田

市の定める耐用年数である４年に満たない場合、

補助金額は使用又は契約年数を耐用年数で除した

値に当該補助金の額を乗じて得た金額となりま

す。 

 

当初３年リース契約で延長して４年

以上乗る可能性がありますが、補助金

額はどうなりますか？ 

申請時に提出された契約内容で補助金額を決定し

ますので、交付決定後にリース契約期間を延長し

ても、補助金額は変わりません。 

 処分の制限について  

 

対象車を購入して補助金を受け、すぐ

に売却や賃貸借をすることは認めら

れますか？ 

自ら使用する目的で新車購入する場合に補助して

いるため、購入後、すぐに売却等することは原則認

められません。補助金受給後に、偽り等により補助

要件の対象でないと判明した場合は、補助金を返

還していただく場合があります。 

ただし、天災等による破損や、自己の責めに帰すべ

き事由以外の事由で対象車を処分する場合は、補

助金を返還する必要はありません。 

 

補助金を受け取った後、豊田市外へ転

居することになってしまいましたが、

補助金は返還となりますか？ 

補助金を返還する必要はありません。 

 請求書、補助金の振込について  

 

「請求書」は、交付決定後でなければ

提出できませんか？ 

補助制度の手続においては、交付決定後のご提出

になりますが、手続を簡略化するため、『交付申請

書兼実績報告書』と一緒にご提出いただくことも

可能です。その際は、請求書の日付は記入しないで

ください。 

また、請求書を提出する際は、請求書に記入した申

請者本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード

の写しを添付してください。 

 

『交付申請書兼実績報告書』を提出し

てから、どれくらいの期間で補助金を

受け取ることができますか？ 

申請書を受理してから、概ね 1 か月半から 2 か月

後の振込みを予定していますが、申請件数により

前後することがあります。あらかじめご了承くだ

さい。 

 

補助金の受取方法は、現金での受取り

も可能ですか？ 

補助金の受取方法は、申請者本人名義の口座振込

のみです。現金での受取りはできません。また、受

取りは原則申請者に限りますので、他人名義の口

座への振込みもできません。 

 


